
【道路占用許可基準の改正（Ｒ１）】

•商店街の合意や市町村の後援等により公益性が認められれば、路上に飲
食や購買施設が設置できるよう、群馬県道路占用許可基準の改正を検討
国の特例制度を使わず、群馬県独自の運用が可能な環境を構築

【モデル事業の実施（Ｒ１～）】

•県道の占用許可手続や後援を通じて民間主導によるマルシェ開催を支援
し、民間のスピード感（約１か月）で実現

•コロナの影響を受けた飲食店支援の一環として、県庁前キッチンベースを
実施（48回）。特例的活用から日常化への移行を目指した公共空間活用の
実践であり、現在の県民広場貸出につながる。

•新しい生活様式によるまちづくりとして、
改正群馬県道路占用許可基準による柔軟
な運用により、歩道空間オープンテラスを
実施（7箇所）。警察権限による道路使用許
可の障壁が課題として浮き彫りになる。
（→市町村の関与が重要）

官民連携まちづくりプロジェクトチームの活動成果(1/2)

【成果①】 実効性のある手法の検討 （道路占用許可基準の改正検討 ／ トライアル・サウンディング実施要領の作成）

 【成果②】 モデル事業の実施 （県庁前キッチンベース ／ 歩道空間オープンテラス ／ トライアル・サウンディング）

 【成果③】 意識啓発の実施 （官民連携まちづくり基本方針、公共空間利用手続ガイドの作成 ／ シンポジウム開催 ／ 相談会等の伴奏支援）

「事業・制度」や「意識」の壁を取り除くため、課題解決や実効性のある
手法検討及び実施、県内市町村や民間団体への支援を強化することを
目的として、部局横断でプロジェクトチームを設置

まずは風景を見せ、関係者の理解を促すことを重視

チームが取り組む方向性

Ⅰ 事業・制度の壁

Ⅱ 意識の壁

（１） 実効性のある手法の検討・実施

 Step1 実効性のある手法を検討

 Step2 民間事業者とモデル事業を実践

 Step3 結果を踏まえて制度改善

（２） 市町村職員や民間事業者の意識

を変える

県が率先することで市町村が取り組みやすい

環境をつくる

（３） 県庁内の意識を変える

公共不動産オーナーである県土整備部職員の

意識を変える

官民連携まちづくりの課題

民間事業者が活用しやすい仕組み

になっていない

そもそも、官民ともに公共空間を

活用できるという意識がない

プロジェクトチームの目的 （１） 実効性のある手法の検討・実施
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知事の定例記者会見による周知



官民連携まちづくりプロジェクトチームの活動成果（2/2）

（２） 市町村や民間の意識変化

（３） 県庁内の意識変化

活動成果まとめ

-2-

【トライアル・サウンディングの導入（Ｒ２～）】

•公共空間のお試し利用が可能な制度「トライアル・サウンディン
グ」の導入を促すため、ひな形となる実施要領を作成

•民間事業者は使い勝手や採算性、行政は民間事業者の信頼性
等を判断できるメリットがあり、モデル事業を通じた県の積極
導入により、県内に広く波及（14件）

【県土整備プランに掲載（Ｒ２）】

【基本方針、手続きガイドの作成（Ｒ２）】

•県の姿勢や考えを民間向けに意思表示するため、官民連携まち
づくり基本方針を作成

•公共空間利用のわかりにくさを軽減するため、申請書類等を明
文化した公共空間利用手続きガイドを作成

【シンポジウム、相談会の開催等（Ｒ３～）】

•公共空間の民間活用推進を
政策プレゼンで提案し、R2
当初予算案に掲載
「民間活力の導入」を県土整
備プラン2020にも掲載

•市町村や民間への意識啓発として、
メディアを通じたPRや官民連携ま
ちづくりシンポジウムの開催（3回）

•普及啓発の一環として、官民連携ま
ちづくり相談会の開催（3回）や市町
村キャラバンの実施（8市町）

•個別相談対応による市町村まちづ
くりの伴奏支援(3町村) シンポジウムの開催風景

県土整備プラン2020掲載概念
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